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加賀市安心メール事業について 

 

「加賀市安心メール事業（以下「事業」という）」は、住み慣れた地域で安心

して生活できる地域社会の実現を目指すため、要支援者が徘徊などで所在不明

になった場合、家族等から依頼を受け、服装や特徴などをメールで配信し、地

域住民から情報提供を得ることで、早期発見につなげる仕組みです。 

 

《事業の流れ》 

①対象者が所在不明の場合、家族等は警察に相談や届出を行い、警察は対象者

に関する情報や状況を聞き取りする。 

②警察は、聞き取りした内容を市に連絡する。 

③市はメールアドレスの登録者に配信し、警察へ情報提供するよう求める。 

市（担当課）は必要に応じて、協力団体（対象者と関係性が高い福祉団体等）

に対象者の詳細情報を提供し、早期発見を促進する。 

④登録者･協力団体は、警察へ情報提供する。 

⑤警察は対象者を保護し、市に連絡する。 

⑥市は、登録者および協力団体に対象者を発見したことを配信する。 
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《 概 要 図 》 

①警察に届出・状況を伝達 
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